
港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
新
旧
対
照
条
文

一

港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
九
十
五
号
）
（
本
則
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
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○

港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
九
十
五
号
）
（
本
則
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
津
波
）

（
津
波
）

第
九
条

設
計
津
波
に
つ
い
て
は
、
既
往
の
津
波
記
録
又
は
数
値
解
析
を
も
と
に
、

第
九
条

津
波
に
つ
い
て
は
、
既
往
の
津
波
記
録
又
は
数
値
解
析
を
も
と
に
、
津
波

津
波
高
さ
等
を
適
切
に
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

高
さ
等
を
適
切
に
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条

技
術
基
準
対
象
施
設
を
構
成
す
る
部
材
に
共
通
す
る
性
能
規
定
は
、

第
二
十
二
条

技
術
基
準
対
象
施
設
を
構
成
す
る
部
材
に
共
通
す
る
性
能
規
定
は
、

次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
人
命
、
財
産
又
は
社
会
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響

一

当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
人
命
、
財
産
又
は
社
会
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
施
設
を
構
成
す
る
部
材
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
作
用

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
施
設
を
構
成
す
る
部
材
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
作
用

が
設
計
津
波
、
偶
発
波
浪
又
は
レ
ベ
ル
二
地
震
動
で
あ
る
偶
発
状
態
に
対
し
て

が
津
波
、
偶
発
波
浪
又
は
レ
ベ
ル
二
地
震
動
で
あ
る
偶
発
状
態
に
対
し
て
、
要

、
要
求
性
能
に
応
じ
て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下
で
あ
る
こ

求
性
能
に
応
じ
て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

と
。

二

津
波
か
ら
背
後
地
を
防
護
す
る
必
要
が
あ
る
施
設
を
構
成
す
る
部
材
に
あ
っ

二

設
計
津
波
か
ら
背
後
地
を
防
護
す
る
必
要
が
あ
る
施
設
を
構
成
す
る
部
材
に

て
は
、
主
た
る
作
用
が
津
波
又
は
レ
ベ
ル
二
地
震
動
で
あ
る
偶
発
状
態
に
対
し

あ
っ
て
は
、
主
た
る
作
用
が
設
計
津
波
又
は
レ
ベ
ル
二
地
震
動
で
あ
る
偶
発
状

て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

態
に
対
し
て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
防
波
堤
の
性
能
規
定
）

（
防
波
堤
の
性
能
規
定
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
波
堤
の
性
能
規
定
に

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
波
堤
の
性
能
規
定
に

あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

設
計
津
波
か
ら
背
後
地
を
防
護
す
る
必
要
が
あ
る
防
波
堤
の
性
能
規
定

設

二

津
波
か
ら
背
後
地
を
防
護
す
る
必
要
が
あ
る
防
波
堤
の
性
能
規
定

津
波
に

計
津
波
に
よ
る
港
湾
内
の
水
位
の
上
昇
及
び
流
速
を
低
減
さ
せ
る
よ
う
適
切
に

よ
る
港
湾
内
の
水
位
の
上
昇
及
び
流
速
を
低
減
さ
せ
る
よ
う
適
切
に
配
置
さ
れ

配
置
さ
れ
、
か
つ
、
所
要
の
諸
元
を
有
す
る
こ
と
。

、
か
つ
、
所
要
の
諸
元
を
有
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）
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四

当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
人
命
、
財
産
又
は
社
会
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響

四

当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
人
命
、
財
産
又
は
社
会
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
防
波
堤
の
性
能
規
定

主
た
る
作
用
が
設
計
津
波
、

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
防
波
堤
の
性
能
規
定

主
た
る
作
用
が
津
波
、
偶
発

偶
発
波
浪
又
は
レ
ベ
ル
二
地
震
動
で
あ
る
偶
発
状
態
に
対
し
て
、
要
求
性
能
に

波
浪
又
は
レ
ベ
ル
二
地
震
動
で
あ
る
偶
発
状
態
に
対
し
て
、
要
求
性
能
に
応
じ

応
じ
て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
防
潮
堤
の
性
能
規
定
）

（
防
潮
堤
の
性
能
規
定
）

第
三
十
九
条

（
略
）

第
三
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
、
人
命
、
財
産

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
、
人
命
、
財
産

又
は
社
会
的
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
防
潮
堤
の
性
能

又
は
社
会
的
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
防
潮
堤
の
性
能

規
定
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

規
定
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

設
計
津
波
又
は
偶
発
波
浪
か
ら
背
後
地
を
防
護
す
る
必
要
が
あ
る
防
潮
堤
に

一

津
波
又
は
偶
発
波
浪
か
ら
背
後
地
を
防
護
す
る
必
要
が
あ
る
防
潮
堤
に
あ
っ

あ
っ
て
は
、
設
計
津
波
又
は
偶
発
波
浪
か
ら
背
後
地
を
防
護
す
る
た
め
の
所
要

て
は
、
津
波
又
は
偶
発
波
浪
か
ら
背
後
地
を
防
護
す
る
た
め
の
所
要
の
諸
元
を

の
諸
元
を
有
す
る
こ
と
。

有
す
る
こ
と
。

二

主
た
る
作
用
が
設
計
津
波
、
偶
発
波
浪
又
は
レ
ベ
ル
二
地
震
動
で
あ
る
偶
発

二

主
た
る
作
用
が
津
波
、
偶
発
波
浪
又
は
レ
ベ
ル
二
地
震
動
で
あ
る
偶
発
状
態

状
態
に
対
し
て
、
要
求
性
能
に
応
じ
て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値

に
対
し
て
、
要
求
性
能
に
応
じ
て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下

以
下
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

（
水
門
の
性
能
規
定
）

（
水
門
の
性
能
規
定
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
潮
、
波
浪
及
び
設
計
津
波
を
考
慮
し
た
所
要
の
諸
元
を
有
す
る
こ
と
。

二

高
潮
、
波
浪
及
び
津
波
を
考
慮
し
た
所
要
の
諸
元
を
有
す
る
こ
と
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
人
命
、
財
産
又
は

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
人
命
、
財
産
又
は

社
会
的
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
水
門
の
性
能
規
定
に

社
会
的
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
水
門
の
性
能
規
定
に

あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

設
計
津
波
又
は
偶
発
波
浪
か
ら
背
後
地
を
防
護
す
る
必
要
が
あ
る
水
門
に
あ

一

津
波
又
は
偶
発
波
浪
か
ら
背
後
地
を
防
護
す
る
必
要
が
あ
る
水
門
に
あ
っ
て

っ
て
は
、
越
流
を
制
御
す
る
た
め
の
所
要
の
諸
元
を
有
す
る
こ
と
。

は
、
越
流
を
制
御
す
る
た
め
の
所
要
の
諸
元
を
有
す
る
こ
と
。

二

主
た
る
作
用
が
設
計
津
波
、
偶
発
波
浪
又
は
レ
ベ
ル
二
地
震
動
で
あ
る
偶
発

二

主
た
る
作
用
が
津
波
、
偶
発
波
浪
又
は
レ
ベ
ル
二
地
震
動
で
あ
る
偶
発
状
態

状
態
に
対
し
て
、
要
求
性
能
に
応
じ
て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値

に
対
し
て
、
要
求
性
能
に
応
じ
て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下
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以
下
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

（
係
船
浮
標
の
性
能
規
定
）

（
係
船
浮
標
の
性
能
規
定
）

第
五
十
三
条

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
人
命
、
財
産
又
は

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
人
命
、
財
産
又
は

社
会
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
係
船
浮
標
の
性
能
規
定

社
会
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
係
船
浮
標
の
性
能
規
定

に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
作
用
が
設
計
津
波
又
は
偶
発
波
浪
で
あ
る
偶
発
状
態
に
対

に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
作
用
が
津
波
又
は
偶
発
波
浪
で
あ
る
偶
発
状
態
に
対
し
て

し
て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
浮
桟
橋
の
性
能
規
定
）

（
浮
桟
橋
の
性
能
規
定
）

第
五
十
六
条

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
人
命
、
財
産
又

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
施
設
の
被
災
に
伴
い
人
命
、
財
産
又

は
社
会
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
浮
桟
橋
の
性
能
規
定

は
社
会
経
済
活
動
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
浮
桟
橋
の
性
能
規
定

に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
作
用
が
設
計
津
波
又
は
偶
発
波
浪
で
あ
る
偶
発
状
態
に
対

に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
作
用
が
津
波
又
は
偶
発
波
浪
で
あ
る
偶
発
状
態
に
対
し
て

し
て
、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

、
作
用
に
よ
る
損
傷
の
程
度
が
限
界
値
以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
廃
棄
物
埋
立
護
岸
の
性
能
規
定
）

（
廃
棄
物
埋
立
護
岸
の
性
能
規
定
）

第
九
十
三
条

（
略
）

第
九
十
三
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
廃
棄
物
埋
立
護
岸
の
性
能
規
定
は
、
当
該
施

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
廃
棄
物
埋
立
護
岸
の
性
能
規
定
は
、
当
該
施

設
が
置
か
れ
る
自
然
状
況
等
に
応
じ
て
、
波
浪
、
高
潮
、
設
計
津
波
等
に
よ
り
埋

設
が
置
か
れ
る
自
然
状
況
等
に
応
じ
て
、
波
浪
、
高
潮
、
津
波
等
に
よ
り
埋
立
地

立
地
内
の
廃
棄
物
等
が
場
外
に
流
出
し
な
い
よ
う
、
適
切
に
配
置
さ
れ
、
か
つ
、

内
の
廃
棄
物
等
が
場
外
に
流
出
し
な
い
よ
う
、
適
切
に
配
置
さ
れ
、
か
つ
、
所
要

所
要
の
諸
元
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。

の
諸
元
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
。
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